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各位 

近年、船舶におきましては機関の排ガスに対する環境対策が進められている中、低硫黄燃料油の

使用が促進されてきています。一方、低硫黄燃料油は粘度が低く、潤滑性も低下することから、これ

らの改善を目的とした燃料油冷却器を使用する船舶も出てきております。 
 
今般、鋼船規則検査要領 B 編 2012 年第 1 回一部改正（2012 年 6 月 15 日付）により、当該燃料油

冷却器を機関計画検査（CMS、PMS）の検査対象とする旨添付のとおり改正され、2012 年 12 月 15
日より施行されました。 
 
既に燃料油冷却器を搭載している船舶を保有の船主殿におかれましては、機関計画検査（CMS、

PMS）の対象機器として登録する必要がありますことから、船級検査の際に検査員が当該機器の搭

載の有無を確認させて頂きますので、お申し出下さいますようお願い致します。 
 
 
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 
 
一般財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター 検査技術部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号 102-8567） 
Tel.: 03-5226-2027 / 2028 
Fax: 03-5226-2029 
E-mail: svd@classnk.or.jp 

添付： 
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改正その 6 

 
B9 機関計画検査 

B9.1 一般 

B9.1.2 機関継続検査（CMS） 

 
-1.を次のように改める。 

 
-1. 機関継続検査の適用 
(1) （省略） 
(2) 規則 B 編表 B9.1 第 5 項に規定する補機類とは，次のようなものをいう。 

（(a)から(g)は省略） 
(h) 冷却器 

清水冷却器（ジャケット，ピストン），燃料弁冷却清水（油）冷却器，過給機

冷却清水冷却器，発電機機関清水冷却器，燃料油冷却器，主潤滑油冷却器，過

給機潤滑油冷却器，カム軸潤滑油冷却器，減速機潤滑油冷却器，操作油冷却器，

可変ピッチプロペラ潤滑油冷却器，船尾管潤滑油冷却器，発電機タービン潤滑

油冷却器 
（(i)から(o)は省略） 

 

 
-5.を次のように改める。 

 
-5. 開放に代わる検査 
次に掲げる機関，装置については，Logbook 等の記録の調査により，当該機関等が良好

な状態であることが確認されれば，各機器に対し次の検査を行うことによって，開放検査

に代えることができる。ただし，検査時に不良箇所が発見された場合，あるいはログブッ

クその他の記録から保守状況に問題があると判断された場合には，開放検査を要求するこ

とがある。 
(1) （省略） 
(2) 油タンク，燃料油冷却器及び油加熱器 

現状についての検査 
(3) （省略） 
(4) （省略） 
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附  則（改正その 6） 
 

1. この達は，2012 年 12 月 15 日（以下，「施行日という。」）から施行する。 
2. 施行日前に申込みのあった検査については，この達による規定にかかわらず，なお

従前の例によることができる。 
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